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平成 29 年度 PM2.5・光化学オキシダント情報連絡訓練の実施について（依頼） 

 このことについて、下記のとおり岩手県環境生活部環境保全課において実施する旨通知がありました

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

記 

１ 訓練の趣旨・目的 

岩手県では、大気汚染物質である微小粒子状物質（PM2.5）及び光化学オキシダントの濃度が上昇

した場合、要綱及び要領※に基づき注意報の発令や注意喚起を行うこととしており、今回の訓練は、

この情報伝達が円滑に行われるよう実施するものです。 

なお、注意報等発令の情報伝達・周知の手段として「いわてモバイルメール」を活用するため、関

係機関の担当者等への登録の徹底及び登録状況の検証についても重点を置いて実施します。 

※ 岩手県微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起実施要綱、岩手県微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起実施事務処理要領 

岩手県光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ注意報発令時等対策要綱、岩手県光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ注意報発令時等事務処理要領 

２ 実施日時 

  PM2.5 注意喚起実施訓練  平成 29 年４月 18 日（火）午前 10 時 10 分から 

３ 学校への依頼事項 

11) 「岩手県大気汚染情報」はいわてモバイルメール通じて行われることになりますので、各私立学

校におかれては、別紙の手順を参考にモバイルメールへの登録をお願いします。（従前の「光化学

オキシダント情報」の名称を変更したものであり、これまで登録していた方は、今回改めて登録す

る必要はありません。） 

12) 上記２の時間以降に、モバイルメールを利用した「訓練メール」が配信されますので、当該メー

ルを確認した時刻等を、4 月 21 日（金）までに報告様式 1 により FAX 又はメールにて当職あて報

告してください。 

13) 実際の注意報発令や注意喚起は、日中の時間を問わず、また、休業日に行われることも想定され

ることから、各施設において担当者の勤務実態に即した情報伝達体制を整備してくださるよう御配

慮をお願いします。 

４ その他 

   訓練同日午前 11 時 30 分頃から、光化学オキシダント注意報発令訓練のため、「訓練メール」が

配信されます。 

   こちらについては、FAX 及びメールでの報告は不要です。 
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